給与に関する項目
令和４年度の給与改定においては、令和４年４月に遡及して、人事委員会勧告どおり給料表を引上げることとし、20歳台半ばを重点に、30歳台前半までの職員が在職する号給について改善を図ったところ。

　また、期末勤勉手当について、令和４年４月１日から年間0.1月分を引上げ、年間4，40月分に改定した。

　今後とも、国や他府県の動向、本府人事委員会の意見、本府の財政状況等を踏まえながら適切な対応に努めていく。
手当及び教職員の負担軽減に関する項目

教員に対して時間外勤務手当を支給することについては、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」及び「職員の給与に関する条例」の規定から、困難。
　府立学校における在校等時間の縮減については、給特法の改正等を踏まえ、令和２年４月に時間外在校等時間の上限時間などを定める「府立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則」等を施行し、これに基づく取組みを進めているところ。

　より柔軟な勤務時間管理を可能とするため、令和４年４月から、いわゆる超勤４項目の区分にあたる業務について、勤務時間の割振りを可能とする１ヶ月単位の変形労働時間制の適用範囲の拡大を行ったところ。

　また、令和４年９月から、時間外在校等時間が30時間以上となっている教員及びその管理職に対して、当該月の10日、20日を目途に注意喚起を行う「アラーミングメール」を送信する仕組みを開始したところ。

　また、令和５年４月より、グループウェアを活用する等、校務運営の効率化を図るための10項目の取組み及び毎週１回以上の全校一斉定時退庁日の取組みを府立学校において開始したところ。

　更なる働き方改革の推進のために、関連諸規程及びこれらに規定される必要な取組みの周知徹底を図っていく。

　今後とも、教職員の勤務時間の適正な把握に努めるとともに、勤務時間を意識した働き方の推進に向けて取組みを進めていきたい。
評価育成システムの給与反映に関する項目
教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施しているところ。

評価結果の給与等への反映については、皆さま方との協議の上、平成19年度から前年度の評価結果を昇給及び勤勉手当に反映しており、平成24年度からは上位評価の昇給への反映を廃止するとともに、勤勉手当については、より勤務成績が反映できるよう成績率を見直したところ。

平成25年度からは、授業アンケートを踏まえた教員評価の仕組みを導入し、この間、客観性・適正性をより一層確保するため必要な改定を行いながら定着を図ってきたところ。

今後とも本システムがより良い制度となるよう、充実・改善を図っていく。

旅費に関する項目
旅費制度については、財政再建プログラム（案）に基づく府庁改革の一環で見直したものであり、要求にお応えすることは困難。
手当に関する項目

通勤手当については、「職員の通勤手当に関する規則」に基づき、支給対象期間の初日の属する月の給料の支給日に支給することとなっている。

教職員の研修に関する項目

初任者研修及び10年経験者研修については、教育公務員特例法の定めるところにより、任命権者に研修の実施が義務付けられており、府教育庁としては、その内容の充実に努めているところ。

平成28年度から、「学び続ける教員の育成」や「理論と実践の往還によるＯＪＴの推進」等をめざして研修体系の見直しを行った。

その結果、初任者研修全25回のうち４回分を２～４年次研修（インターミディエイトセミナー）に移行した。10年経験者研修については、希望により最大９回分を５～９年次研修（アドバンストセミナー）として前倒しで受講できるようにするなど、実施時期の弾力化を図っている。

また、２～４年次研修では１回分を、アドバンストセミナーでは最大３回分を、更に10年経験者研修では４回分を教育センターにおける研修から学校での実践研修とした。

今後も、研修をより効果的で充実したものにするため、研修内容や研修方法の工夫を図っていく。
なお、初任者研修に係る代替措置については、常勤講師や非常勤講師にて措置しているところ。

教職員の研修に関する項目

　研修の内容は、研修の時間内で振り返りレポート及びアンケートの記入に取り組めるように企画している。

　また、校長等連絡協議会において、Web研修の受講にあたっては、管理職の指示のもと、勤務時間内に動画を視聴することを伝えている。

　今後も、研修をより効果的で充実したものにするため、研修内容や研修方法の工夫を図っていく。
教職員の研修に関する項目

研修内容については、振り返りレポート及びアンケートの記入が研修の時間内に取り組むことができるように企画している。

　校外研修がWeb開催となった場合も、勤務時間内に実施することや、分割して受講してもよいことを、実施マニュアルに示している。また、管理職に対しても、「校長等連絡協議会」において、その旨を伝えている。
教職員の研修に関する項目

初任者に対しては、教育公務員特例法にもとづき、初任者研修を実施している。

また、府教育センターにおいて行う研修の年間実施計画については、事前に各府立学校に通知し、学校行事等を決定する際に、研修の意義を理解した上で、各学校において配慮いただいているところ。

さらに、研修に意欲的に参加しやすい環境づくりについても、各学校において十分配慮いただいているものと承知している。

教職員の負担軽減に関する項目

オンラインタイムレコーダー（ＯＴＲ）による出退勤記録については、各学校において、適切に実施・運用されていると認識している。

府教委では、これまでも「関係要綱に基づき、教育職員の勤務時間を適正把握し、時間外業務の縮減を図ること。また関係要綱に基づくヒアリング等の実施を徹底し、教職員の健康の保持・増進に努めること」として、各学校あて指示してきた。今後も引き続き、勤務時間の適正把握に努めていく。
休暇制度に関する項目

休暇制度などの勤務条件等については、従前から必要に応じて、府立学校長あて周知を図るとともに、研修会等のあらゆる機会を通じて周知してきたところ。引き続き、勤務労働条件の理解向上に向け、取り組んでいく。

また、学校総務サービス運営事業の「マニュアル・規定集・データ集」に「学校職場における勤務条件等（制度解説）」を掲載し、教職員及び管理職が自由に閲覧できるようになっているとともに、平成19年度からは、「学校職場における勤務条件等（制度解説）」を冊子にして、新採職員に配布しているところ。

職務専念義務の特例に関する項目

職務専念義務は職員の基本的な義務だが、免除される場合がある。これはあくまで職務専念義務の例外として、公務優先という基本原則に対する限定的、例外的特例として認められるものであるため、みだりに職務専念義務の例外（職務専念義務の免除）を認めることは許されない。

職務専念義務の免除については、地方公務員法第35条により規定され、本府においては、職務専念義務の特例を「職務に専念する義務の特例に関する条例」及び「職務に専念する義務の特例に関する規則」により定めている。
ご要求について、職務専念義務免除の対象とすることは困難。

職場環境の改善に関する項目

施設のすべての窓に網戸を取り付けることは、現在の府の厳しい財政事情においては困難な状況であり、今後の課題と考えている。

　特別教室の空調設備の設置については、教育環境の充実に資するため、全府立学校を対象に関係各課と連携を図りながら、特別教室の一部に平成23年度より５か年計画で順次整備を進め、136校407教室に設置したところ。

　なお、エアコンの設置状況については、毎年各学校に調査を行い、状況を確認している。

　また、教科準備室等への空調設備の設置については、強い要望があることは十分に認識しているが、現在の財政事情を踏まえると困難であり、今後の課題と考えている。
職場環境の改善に関する項目
「第４次大阪府障がい者計画（後期計画）」の実行目標では『高等学校施設において、障がいのある生徒の学習活動に支障がないよう、エレベーターの整備、手摺り設置、スロープ設置、トイレ改修などのバリアフリー化に努めます。』としていることから、今後とも、学校における実情を勘案した上で、適した形式のエレベーター等の整備に努めていきたい。
職場環境の改善に関する項目
学校の老朽化対策については、令和２年３月に「府立学校施設長寿命化整備方針」を令和３年３月に「府立学校施設長寿命化整備方針に基づく事業実施計画」を策定しており、令和３年度以降、本実施計画に基づき計画的な改修等に順次着手しているところ。

校舎建て替えについては、今後、財政負担は莫大となることから、費用の平準化を図る観点から、長期的な視点で、築年数や劣化度等をもとに、再編計画や支援学校の狭隘化等の状況も踏まえながら、建て替え時期等について、関係部局と調整していきたい。
異動の基準に関する項目

教員の人事に際しては、「人事に関する調書」において、「特記事項（保育…等、配慮すべき事項や異動希望の理由など）」として、保育について記載する欄を設け、情報の把握に努めている。

　育児要件のある教員については、「人事に関する調書」の記載などをもとに、人事ヒアリングにおいて、子どもの年齢や保育所の情報の聴き取りを行っていく。

　なお、人事校長会において、調書以外の内容も含めて、可能な限り教員の人事に関する状況の把握に努めるよう周知しているところ。
教職員の負担軽減に関する項目

　病休の代替措置については、業務に支障が出ないよう、各学校の状況等をお聞きしながら適切に対応していく。
ハラスメントの防止に関する項目
教育委員会では、「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び対応に関する指針」、「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止及び対応に関する指針」、「職場におけるパワー・ハラスメントの防止及び対応に関する指針」の３つの指針を策定し、校長等管理監督者はもとより、教職員一人ひとりが、ハラスメントについての正しい理解と十分な認識をもって、すべての職場でハラスメントのない快適な働きやすい環境づくりをめざしている。

ハラスメントの相談窓口としては、各学校、教職員人事課、府職員総合相談センターのほか、昨年度からはハラスメント専門相談窓口を外部相談機関に委託、相談時間等の拡充を行った。また、教職員人事課では、ハラスメント相談の専用メールを設置しており、24時間いつでもメールで相談することが可能となっているなど、事案が発生した場合は、指針に基づき関係者のプライバシーに配慮しつつ、相談者に寄り添いながら対応することにしている。

各指針には相談窓口を記載しており、毎年、各指針を年度当初と秋の２回、府立学校に送付し、教職員への周知を依頼している。今後も、相談窓口についての周知を図るよう努めていく。

さらに、教育委員会では、従前より教職員に対して、指針についての周知徹底等を図っているが、今年度の「府立学校に対する指示事項」では、職場におけるハラスメントの防止を取組みの重点事項として掲げたところ。

また、各学校の校内窓口となる相談員の方々が相談者から相談を受ける際に、適切かつ効果的な対応を行うためのマニュアルとして、『ハラスメント相談員の手引き』を作成し、令和４年10月28日付けで府立学校校長・准校長あてに送付した。

今後とも、すべての職場でハラスメントのない快適な働きやすい環境づくりに努めていく。
教職員の負担軽減に関する項目

入学者選抜業務において、実施計画を作成するにあたっては、勤務時間内での計画をお願いしている。また、入学者選抜の学力検査当日、教職員は、受験生の集合時刻以前の時刻から備える必要があることから、事前に、学校の実態に合わせて勤務時間を繰り上げる措置をとっていただくようお願いしている。なお、週休日の勤務が生じた場合は、週休日の振替が確実に行われるよう指導している。

　また、府教育庁としては、教職員の働き方改革に資する施策の１つとして、オンライン出願に加え、採点・成績処理等に係る業務の軽減及び採点ミス等の防止を図るため、デジタル採点システムを導入する。

　デジタル採点システムは、定期考査等においては令和５年度から、入学者選抜においては、令和６年度府立中学校入学者選抜及び令和７年度公立高等学校入学者選抜等から導入予定。

　導入にあたっては、教職員が安心して利用できるよう、準備をすすめていく。
教職員の負担軽減に関する項目
府立高校に在籍する障がいのある生徒への支援については、「障がいのある生徒の高校生活支援事業」において、予算の状況等を踏まえながら、配慮の必要な生徒が在籍する学校に、学習支援員、介助員等を措置し、支援の充実を図っている。

　また、障がいの状況により個別の指導が必要な場合などは、生徒一人ひとりの障がいの状況を把握しながら、学校の要望を踏まえつつ、別途非常勤講師の措置をしている。

教職員の負担軽減に関する項目
　修学旅行は各学校が定める教育目標に沿って計画されるものであり、旅行先やその内容によって旅費に差が出ることは想定されるが、教職員旅費に係る予算が縮減される中、令和元年度からの修学旅行等に係る教職員旅費の配分基準を示した。

各学校において配分基準を踏まえ、実施計画を立てていただくようお願いしているところ。

限られた予算の中でも、修学旅行が効率的に実施できるよう、指導・助言に努めていく。

休暇制度に関する項目
医師の指示のもと、人工透析を勤務時間中に行わなければならない場合は、病気休暇を取得することが可能。

　なお、病気休暇開始の日から起算して90日を超えて勤務しないときは、給料を半減することとなるが、人工透析により取得した病気休暇については、この通算から除外することとしている。
働き方改革に関する項目
「全校一斉定時退庁日」は、全府立学校において教職員の働き方改革のより一層の取組みをすすめるため、教員の健康を保持することや教職員が帰りやすい環境づくりを目的とし、各学校の実情に応じて、毎週１回以上、原則毎週水曜日に設定しているところ。
教職員の負担軽減に関する項目

ICTネットワーク及び校務処理システムについては、全校への整備及び円滑な運用のため、電話及びメールによるサポート窓口（府立学校ネットワークサポートセンター）を設置し、操作方法等に関するサポートを行っているところ。

　ICTに関する設備・機器のメンテナンスについても、保守事業者、府立学校ネットワークサポートセンター及び学校関係者が協力しながら、迅速な対応をしているところ。

　また、全校トップページチームサイトに手順書や様式を掲載し、ネットワークを管理されている教職員の負担軽減になるよう努めている。

　校務処理システムの運用については、使いやすいシステムにするべく必要に応じて改修を行っている。また、各学校では、状況に対応した工夫をしながら、活用していただいているところ。

　今後も、ICTネットワーク及び校務処理システムを各学校で活用していただけるよう、改善策を検討していきたいと考えている。

　併せて、ＧＩＧＡスクール運営支援センターを設け、全教職員を対象として、児童生徒１人１台端末に関する問合せ対応やＦＡＱサイトの充実、学校訪問による問題の解決を行うとともに、クラウドサービスに関する設定作業の代行等を通じて、各校の支援を実施しているところ。

　また、昨年度は、生徒１人１台端末にかかる年度更新作業のうち、端末のデータリセットについては、遠隔にて実施するなど、各校の負担の軽減に向け、努めているところ。
教職員の負担軽減に関する項目
教員の部活動にかかる負担軽減を目的として、技術的な指導や校外への引率などを職務とする部活動指導員については、今年度、府立学校58校に配置したところ。

　加えて、部活動の活性化を図るとともに、部活動に係る教職員の負担軽減を図るため、複数校での合同部活動を行う「部活動大阪モデル」を82校41ペアにおいて推進している。現在、各校の校長へのヒアリングを行う等、合同部活動の推進にむけて調整をすすめており、専門的な指導ができる顧問がいない部活動への部活動指導員の配置をすすめているところ。

　今後さらに拡充できるように努めていく。

また、運動部活動外部指導者派遣事業として、令和５年度は、指導者を必要とする府立高等学校117校269部に対し、地域や社会で活躍する優れた技能や専門的な知識・指導力を備えた外部指導者を派遣している。
手当に関する項目

教員特殊業務手当については、平成30年4月から義務教育費国庫負担金の算定基礎額を下回る手当額について増額改定を行うとともに、部活動指導等に係る手当にあらたな時間区分を設ける等の改正を行ったところ。

今後とも国の動向や府の財政状況等を踏まえつつ、適切な対応に努めていきたい。
休暇・休業制度に関する項目

特別休暇については、より府民理解を得られる制度にする観点から、民間状況も一定反映されている国制度を基本に見直しを行い、平成22年度から実施しているところ。なお、令和２年４月より子育て部分休暇、不妊治療休暇の導入等を、令和４年４月より出生サポート休暇の導入等を、同年10月からは育児休業等に関する勤務制度の拡充を行ったところ。

　育児休業の取得期間については、地方公務員の育児休業等に関する法律で規定されており、延長を行うことは困難。なお、育児休業等の対象となる子の範囲については、平成29年１月１日より、法律上の親子関係である実子・養子だけでなく、特別養子縁組の監護期間中の者、養子縁組里親に委託されている者、養子縁組里親として職員に委託しようとしたが、実親等の同意が得られなかったため、養育里親としての職員に委託された者まで拡充したところ。

さらに、育児休業については、平成31年１月より、新規に保育所に入所する児童を集団生活への適用等を目的として、通常の保育の実施よりも時間を短縮して行う保育（慣らし保育）を、育児休業の取得要件として拡大したところ。

育児休業及び育児短時間勤務の子の対象の拡大については、地方公務員の育児休業等に関する法律の規定から導入は困難。
教職員の負担軽減に関する項目

　育児部分休業について、代替措置を講じることは困難。
職員健診に関する項目

　「乳がん検診」については、平成16年度より、40歳以上の希望者全員を対象としてきたが、平成28年２月に改正された厚生労働省のがん検診指針に基づき、平成29年度からは、それまで自己負担であったマンモグラフィを含めた検査を２年に１回、公費負担により実施している。

　府立学校の教職員のがん検診について、限られた財源の中で実施しているところであり、現行以上の受診対象者の拡大は困難。

今後とも、職員健康診断のよりよい在り方について、府立学校安全衛生協議会健康対策部会において協議していきたい。
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